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国際機関、学識界、行政の各分野からのハイレベルな招待者により、水関連災害について幅広い議論が行われた。

主な焦点は懸念される気候変動であった。気候変動による予測への対応において、適応は排出抑制と同様に重要で

あることが合意され、気候変動への対応を含めた水関連災害管理に対しての統合的な取り組みを実現するための順

応的な管理の必要性についてとりわけ議論がなされた。水関連災害リスク軽減は気候変動への適応のために緊急に

必要な中心的手段である。ここでの議論を基に、次の主要な提言が第一回アジア太平洋水サミットの参加者によっ

て考慮されるべき事項として採択された。   
 

 提 言  

1. アジア・太平洋諸国においては、現在の地理的、気象的、社会経済的条件に対しても十分な水関連災害リスク

削減への取り組みが出来ておらず、水関連災害に対する脆弱性の多くは増大しつづけている。気候変動に関す

る政府間パネル（IPCC）により報告されているように、気候変動に伴う豪雨・台風の激化や渇水危険度の増加、

高潮災害のリスク増大等、水関連災害リスクの増大は、さらに追加的な負荷を与えることが明白である。各国

は、知識、資源、情報の共有、気候変動による脅威への認識向上、政策決定プロセスへの参加などを通じ、人

材、コミュニティ、地方政府の対応能力を高めるための環境を整えることが必要である。 
 

2. 各国は水関連災害リスク軽減を図るため状況に応じハード、ソフト両面の対策を効果的に組み合わせ、住民の

生命財産と福祉を守ることが必要である。リスクの増大に対する人々の安全度を改善するため、非構造的手段

は効果的に展開することが必要であるが、構造的手段は引き続き重要な位置づけを占め、必要な手段を着実に 

実行するために資金が調達されなければならない。ODA を含む開発銀行、開発援助などによる焦点の絞られた

投資により、国家の予算を補完することが必須である。  
 

3. 人命を守るという観点から、災害の復旧・復興とともにハザードマップや予警報システムなどにより提供され

る、適時でスムースな避難等リスク回避を図ることが必要である。さらに適応策は地域の状況を踏まえ、持続

可能な開発などの視点を有した社会的に受け入れられる施策である必要がある。このため各国政府は水災害管

理に関する国全体の施策立案、予算の調達と実行に関して、地方自治体、コミュニティや関係機関と協力しつ

つ、引き続き中心となって責任を果たすべきである。水関連災害管理は「アジア太平洋インフラ担当大臣会合」

でも合意されたように、水の過剰と不足を適切に管理することを含め統合的水資源管理（IWRM）の観点をもっ

た取り組みが必要である。統合においては地域の社会・経済・文化などの様々な特徴が反映されるべきであり、

ミレニアム開発目標や兵庫行動枠組みなどの国際的に合意された枠組みの重要性を認識して行う必要がある。 
 

4. IWRM の観点からの水関連災害管理の実践は、国の開発計画の中に達成すべきターゲットを明確にした上で、最

大の優先度をもって盛り込まれる必要がある。また災害への対応状況をモニタリングしより良い水関連災害管

理を行うために、その対応状況に関する標準的なプロセスを確立する努力が必要である。 
 

5. 気候変動が水文・気象条件に及ぼす定量的な影響に関する知見が注意深く蓄積されるべきであり、対応が適時

に効果的に可能となるよう、順応的な水関連災害リスク管理に取り組む必要がある。水関連災害管理を総合的

かつ適切に推進するため、アジア・太平洋諸国は経験、方法、技術、資源を共有して相乗効果を創出する必要

があり、これに対し日本、ADB 及びその他多くの参加者は貢献を行う意思を有する。さらに知識を共有する場

（知識のハブ）づくりや、地域のニーズに基づく水災害防止に向けた専門家育成や組織の能力向上に努めるこ

とが重要である。この場づくりにおいては科学的な研究、データの取得、モニタリング及び評価の能力が備え

られるべきである。  


